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社会福祉法人あゆみ園役員等報酬規程  

 

（目的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人あゆみ園（以下「法人」という。）の理

事、監事、評議員、評議員選任・解任委員等（以下「役員等」という。）

の報酬及び費用弁償の額（以下「旅費」という。）並びに支給方法につい

て定めることを目的とする。  

 

（報酬の額及び支給方法）  

第２条 役員等が理事長の命により職務（以下「職務」という。）を遂行し

たときは報酬を支給する。  

２ 前項の報酬の額は、次の通りとする。ただし、１日の報酬で同一日に複

数の会議等に出席した場合でも、一つの会議等の出席報酬のみを支払うも

のとする。  

  理事長                    月額３０，０００円  

理事・監事・評議員  理事会、評議員会又は監事監査への出席報酬  

           評議員選任・解任委員会への立会出席報酬  

１日１０,０００円 

  評議員選任・解任委員  評議員選任・解任委員会への出席報酬 

                          １日１０,０００円 

  第三者委員  会議等への出席報酬 １日１０，０００円 

  その他法人運営に関する会議等への出席報酬  １日 １０,０００円 

３ 前項の報酬の額は、原則として会計年度末の翌月末までに口座振込みに

よって支給するものとする。ただし、特に必要がある場合はその都度現金

で支給することができる。  

４ 月額報酬における月の中途の就任、退任等の報酬月額は、日割りによっ

て計算する。なお、１円未満は切捨てる。  

 

（旅費の支給範囲）  

第３条 旅費の支給範囲は、公共の交通機関、駐車料金、宿泊料、見学料、

食事代とする。ただし、旅費の計算は最も経済的な経路方法により計算す

る。天災その他やむを得ない場合は、実際の経路により計算する。  

 

（旅費の額）  
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第４条 役員等が職務のため出張した時は、旅費として支給する。 

１ 旅費は、次のとおり支給する。 

  役員等  公共の交通機関及び駐車料金                 実費 

      宿泊料 実費但し限度額           １５,０００円 

      見学料 実費但し限度額  １日１,８００円 ２日３,６００円 

      食事代 実費但し限度額  １回１,５００円 １日３,０００円 

 

（支給限度額）  

第５条 一会計年度において一人の役員等に支払うことのできる報酬合計

額は、次のとおりとする。  

(1)理事長                    ３６０，０００円 

（2）理事                     ２００,０００円 

（3）監事                     ２００,０００円 

（4）評議員                    １００,０００円 

（5）評議員選任・解任委員等             ５０,０００円 

 

（兼務役員等）  

第６条 法人の常勤の職員（常勤的非常勤職員を含む。）を兼務する役員等

で役員としての職務遂行が施設から給与等の支給対象となる場合は、報酬

は支給しない。ただし、給与等の支給対象外となった場合は、第２条に準

じて報酬を支給する。  

 

（改 廃）  

第７条 この規程の改廃は評議員会の議決により行うものとする。  

 

附 則  

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。  

２ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

３ この規程は、令和２年４月１日から施行する。  

４ この規程は、令和４年１月１日から施行する。  

５ この規程は、令和４年７月１日から施行する。  


